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時  刻 午後 ２時００分 
開会 

宣 言 者 委員長 

議案番号 件       名 

  選挙 

  

議案番号 件       名 

議案第２０号 新潟市文化財指定について 

議案第２１号 
教育長の専決処理について 
・県費負担教職員の人事措置の内申について 

議案第２２号 機関の長の人事について 

  

  

付議事件 
（３件） 

  

記  号 件       名 

 奨学金制度検討委員会の報告について 

 学校財務・預り金健全化対策について 

 プールの安全点検調査結果について 

 一貫教育・一貫校検討委員会について 

 総合教育センター等の移転について 

 学力実態調査の結果について 

報告 
（７件） 

 
平成１８年度新潟市国際交流推進事業ロシア３姉妹

都市派遣について 

記  号 件       名 その他 
（ 件）   
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第１ 開会宣言 
○委員長 午後２時００分開会を宣言する。 

 
 
 

第２ 会議録署名委員の指名 
○委員長 山田，佐藤両委員を指名。 

 
 
 

第３ 付議事件  
○委員長 議案第２０号を上程，説明を求める。 

 
○歴史文化課長 新潟市文化財指定について，資料に基づき説明。 

【説明概要】 
新潟市文化財保護審査会で旧小沢家住宅の文化財指定について

適当であるとの答申を受け，新潟市文化財として指定すること

について説明。 
 

○委員長 質問，意見を求める。 
 

○委員長 指定後，市民のためにどのように活用していくか，何か考えを

お持ちですが。 
 

○歴史文化課長 新潟市ではシティプロモーション推進戦略プランを策定してお

りまして，食と花，港町等をキーワードとしまして，港町をテ

ーマとしてプロモーションを展開しようとしております。そう

いった中で港町の情緒を色濃く表す地域として下町のほうに重

点的に整備をするということで，古町周辺地区まちづくり基本

計画というものが策定されまして，その中で小沢家のほうもま

ちづくり交付金をいただきまして整備をする予定でおります。

今の予定ですと平成２３年ころには整備を終了しますので，そ

の後，市民の方に見ていただけるように，周辺の案内，交流で

きるもの，そこが港町であったということが分かるよう展示等

をしていきたいと考えております。 
 

○委員長 今回の小沢家は市に寄贈されたわけですが，今，市に寄贈した
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いというような文化財はありますか。 
 

○歴史文化課長 ありません。 
 

○委員長 指定文化財が２６６件と多くなったわけですが，上越市では３

００件を超えていて，新しい基準を設けて，もう一度文化財を

洗い直すという作業を始めたようですけれども，そういう考え

は新潟市にはありますか。 
 

○歴史文化課長 今一度それぞれの文化財を調査して，政令市として市の文化財

に指定することが相応しいのかどうか，いったん指定をしてい

ますので取り消すことはできませんが，新たな基準で見直しな

がら指定についても考えていくことを文化財保護審議会から言

われております。 
 

○委員長 ほかに質問，意見を求め，全員異議なく可決する。 
 

○委員長 議案第２１号及び議案第２２号については，人事案件ですので，

会議終了後に審査することにします。 
 

○全委員 全員異議なく了承する。 
 

第４ 報 告  
○学務課長 奨学金制度検討委員会の報告について，資料に基づき報告。 

【報告概要】 
あたらしい新潟市の奨学金制度について奨学金制度検討委員会

で検討してきた結果を報告。 
 

○委員長 質問，意見を求める。 
 

○佐藤委員 現在の新潟大学の新潟県出身者の学生数は分かりますか。 
 

○学務課長 把握しておりません。 
 

○佐藤委員 以前に聞いたことがあるのですが，新潟大学の在校生の新潟県

出身者は５０％くらいだそうです。結局，新潟県内に雇用の機

会がないということもあるのでしょうが，ほとんどの新潟大学

の卒業生は新潟に残らないという現状がありますので，その辺
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りも検討に含めて奨学金制度を構築していかなくてはと思いま

す。卒業してから１０年間は新潟で就労しなさいということは

あるのですが，逆に言えば，かわいい子には旅をさせろで，先

に外に出ていてもらって，帰ってきて活躍してもらったほうが，

新潟の産業界としてはいいのではという感じがしますので，そ

の辺りも検討に入れていただきたい。 
 

○学務課長 新潟市で就職する方に何かの優遇措置をというのもひとつの方

法であると思いますので，委員ご指摘のことも含めまして検討

していきたいと思います。 
 

○山田委員 金額や人数については，今後財政との話し合いを持って，その

年によって決まっていくわけですか。 
 

○学務課長 予算のかかることですので，財政との協議の中で決めていくこ

とになります。 
 

○山田委員 この大学婦人協会新潟支部の奨学金は，学校が特定されていま

すが，新潟市が考えている奨学金は進学先が大学や短期大学と

いう規定はあるけれど，どこという規定はしないわけですね。 
 

○学務課長 はい，どこの大学等と規定することは考えておりません。 
 

○委員長 高校から社会人まで全て適格な方には支給しますという考えで

いいわけですね。 
 

○学務課長 はい，条件に合っていれば支給します。 
 

○委員長 専門学校も含まれるわけですか。 
 

○学務課長 専門学校も含めて考えています。 
 

○委員長 貸与の場合もあれば，供与の場合もありますが，原則は貸与で

すか。 
 

○学務課長 貸与ということで考えています。ただし，外国から留学してい

た方に後から返してもらうという手法が考えにくいことから，

給付しかないのではという意見をいただいております。 
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○委員長 他の奨学金との併給は認めるのですか。 

 
○学務課長 検討委員会でも他の奨学金との併給を認めたらという意見があ

りましたので，財政と協議して検討していきたいと思います。 
 

○委員長 政令市にもなりますので，他の都市にはないような特色ある奨

学金制度ができればと期待しています。 
 

○学務課長 
 教職員課長 

学校財務・預り金健全化対策について，資料に基づき報告。 
【報告概要】 
学校財務健全化対策の具体的な対策案について報告（学務課

長）。続いて，学校預り金健全化対策の具体的な対策案について

報告（教職員課長）。 
 

○委員長 質問，意見を求める。 
 

○委員長 公金（学校財務）についての対策案の中でまったく新しいもの

はあるのですか。 
 

○学務課長 今までのものを強化するかたちで，資料に記載のものがほとん

ど新規に行うものであります。執行計画表や執行状況表は新し

く作ります。発注事務の透明化という点では，発注連絡票を作

って事務職員に提出する，あるいは５万円以上の物品について

は事務職員が発注するなど新しくなっています。監査体制の強

化では教育委員会が出向いて監査を実施することが新規に行う

ものです。 
 

○委員長 小針中学の裁判の判決の中で学校の管理体制が甘いと指摘され

ていたわけですが，その点についてはどういうふうに受け止め

ていますか。 
 

○学務課長 厳粛に受け止めまして，特に３点について言及していますので，

その３点に対する対応策をここに反映させています。 
 

○委員長 業者との対応の透明化というところで，「業者との対応場所は，

原則，教務室又は事務室に限定する」とあるのですが，この「原

則」とはどういうことですか。いらないのではないでしょうか。 
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○学務課長 複数の目が届く所で対応するという意味での規定です。 

 
○委員長 そういう意味であればそのように書き換えたらどうですか。厳

しく言うなら「原則」という言葉は，いらないわけです。業者

との対応場所は，教務室又は事務室，複数の目が届く場所で行

うということにしないと，例外ですと言われたらそれで終わり

ではないですか。 
 

○学務課長 例えばグランドで使う石灰ですとか品物によっては外で納入す

る現場を見る場合もあります。 
 

○委員長 現場は当然見ますがお金の話をするときは，複数の目の届く所

でやるということであれば，「原則」という言葉はいらないので

はないですか。 
 

○学務課長 原則をとることにしたいと思います。 
 

○委員長 業者との面会は事前にアポイントをとることを指導していると

いうことなのですが，事前にアポイントをとってほしいという

ような業者への指導といいますか要請を教育委員会から行わな

いのですか。 
 

○学務課長 学校に出入りしている業者は非常に多種多様ですので，学校か

ら業者のほうに趣旨を徹底させたいと思います。 
 

○委員長 ＯＢからの働きかけが結構あったように調査結果に出ています

が，それは預り金のほうかもしれませんが，ＯＢに対しても事

あることにそういうことはやめてくださいということは言うべ

きだと思いますが。 
 

○教職員課長 実際に今回の過程の中で学校への出入りについては，遠慮願い

たいということは校長会を通して話をしてありますし，今，現

実として業者と一緒に教職員が来て回るということはありませ

ん。 
 

○山田委員 監査について，公金のほうは教育委員会が定期及び臨時監査を

するとなっていますし，預り金については管理主事が学校訪問
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の際に監査をするということになっていますが，これは全く別

個にやるということですか。 
 

○教職員課長 そうです。 
 

○山田委員 公金のほうは管理主事は見ないのでしょうか。教育委員会が公

金を監査に行ったときに預り金のほうは見ないのでしょうか。 
 

○教職員課長 管理主事が公金の部分を見ても専門外で分かりませんので，そ

れぞれ専門的な部分で見たいと思いますが。 
 

○山田委員 そんなことはないような気がしますが。 
 

○教職員課長 今まで管理主事訪問で見ていた公金に係る部分は見られます

が，今回のような学務課が行う細かい部分は，なかなか学習し

ないと分からないものですので。 
 

○山田委員 学習してやってください。 
 

○教職員課長 お互いに検討しながらできるだけしていきたいと思います。 
 

○山田委員 学務課のほうは預り金についても目を通すと，第三者的に目を

通すということが大事ではないかと思いますが，管理主事は学

校経験者ですから公金についてもある程度分かると思うのです

が，ばらばらに書いてあると異質のような感じがしたものです

から，回数は何回あっても学校に出向いたときには監査をする

ということが良いのではないかと思います。 
 

○山田委員 預り金のほうの「３ 保護者の経済的負担軽減の観点からの見

直し」ですが，学校は通知をもらってそういう見直しをしたこ

とになっているわけですが，しかし具体的にはあまり変わって

いません。入学時の教材購入のあり方等は少し変わってきてい

ますが，全体的には大きな変化はなく，修学旅行の見直しも別

の観点からはありましたが，保護者の経済負担軽減という観点

からの見直しはあまりないと感じています。今回具体的にひと

つひとつを取り上げながら，経済的負担の面からこれが必要な

のかどうかを各学校検討することは，大変良いことだと思いま

すし，具体的な成果が出てくるだろうと思います。ただ，その
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際に大工用具を小学校４年生になったら全員買わせるわけです

が，それを使うのは２時間から３時間，展覧会の木工製品を作

るくらいで，そういうのがひとつくらいあってもいいなと，家

にいっぱいあっても一斉に買わせると，そうしたほうが指導が

しやすいということで，例に出ているのはそういうことだろう

と思うのですが，学校用品として揃っていれば何とかなるわけ

です。そうすれば保護者の負担軽減になるわけですが，そのた

めには予算がかかるわけです。現実にはなかなか教育委員会か

らお金の配当がないため，それができないということになって

しまうわけですが，何がいるのかを洗い出して計画的に予算化

し，学校の備品として揃えて保護者の軽減を図り，そのことを

保護者にＰＲしていく必要があると思っていますので，この機

会にぜひ形のあるものにしていってほしいです。 
 

○小池委員 学校・園預り金の健全化対策案というのは効果の期待できるも

のだと思うのですが，ただ各学校・園に示して，その後どうい

う見直しがされたのか，どこがどういうふうにチェックできる

のか不安なところです。変わるであろうという期待だけで出し

っぱなしというわけにはいかないのではないでしょうか。きち

んとどういう結果になったかというところまで，調査していた

だきたいと思います。それから，こういう見直しのときに，学

校の先生方も誠意を持って見直してくださると思うのですが，

払う側の保護者にも見直しの検討のときに加わっていただくと

いうことを是非やっていただきたい。そうしますと例えば大工

道具を何セットか揃えておけば，全員が買わなくてもいい，今

予算がないというご意見がありましたが，そういうときにも何

らかのアイデアが保護者の側からも出てくると思います。そう

いう面で保護者に入ってもらうということは，非常に大切なこ

とだと思っております。「校内会計処理システムの確立」という

ところで，会計処理の基本マニュアルを教育委員会のほうで校

長会を中心に作るというのはいいと思うのですが，校内規程の

作成・改善という部分は，そこから保護者に入っていただける

部分ではないかと思います。それから「競争性・透明性・公平

性の３つの観点からの見直し」という部分も，なるべく保護者

にオープンなかたちで一緒に話し合いに参加していただくほう

が，後々，不審を招かなくていいと思っています。 
 

○教職員課長 明日，校園長研修会がありますので，ただ今のお話も付加しま
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して，説明したいと思います。 
 

○委員長 学校預り金というのは，本来，教育委員会とは直接関係ないわ

けですね。 
 

○教職員課長 指導的な立場にはありますが。 
 

○委員長 結局，こうせざるを得ない状況が調査結果として表れてきたと

いうことですから，これを我々も厳粛に受け止めなくてはなら

ないと思います。したがって，こういう対策が出たわけですが，

最も関るとすれば，「管理主事の学校訪問による点検・監査」と

いうところが教育委員会と学校預り金との一番大きなつながり

と考えてよろしいですか。 
 

○教職員課長 はい。その上に「監査報告書の提出」とうことで，年度末に監

査報告書を提出してもらっていますので，それを見て翌年の監

査に行くという流れになっています。 
 

○委員長 一番気にかかっているところは，各学校の無記名による調査の

中で，実際に業者からのお金を受け取っていた人がいたという

ことです。調査の目的から言えば，その人を探し出してどうの

こうのということにはならないのでしょうが，やはり清廉高潔

さを身上としなければならない教職にある者がそういうお金を

もらい，さらに個人のものにしていた人も実際にはあったこと

になっているわけです。こういう人の扱いについては，どうい

うお考えですか。 
 

○教職員課長 基本的には４月に各学校（園）長の責任で行った各学校（園）

の調査と全教職員調査の中身については，一致しないところも

ありました。学校（園）長としては，様々な帳簿や通帳，教職

員への聞取りをやった上で出してきたわけですが，実際，そう

いう結果になったということで，再度自分がやったことが間違

いないかどうか，現在，校（園）長から調べてもらっています。 
 

○委員長 実際にそういう人が見つかったとか名乗り出た場合は，処分の

対象になるわけですね。 
 

○教職員課長 そういう事実があったときは，懲戒権は私共にありませんので，
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県に報告を上げて，その内容によって県が処分をするかどうか

ということになります。 
 

○委員長 調査結果の中で上納金については必要悪であると言う教職員が

校長を含めているわけですが，これについてはどう考えますか。 
 

○教職員課長 必要悪であると言っている理由の根底にあったのが，未納金の

問題です。そのため健全化対策の中に未納金対策の実施という

項目を挙げました。この部分が校・園長に，どういうふうにす

ればこの問題が解決できるのかということを，しっかり道筋を

付けてやらないと，必要悪であるという考えは無くならないと

思います。 
 

○委員長 未納金というのはどうしても出てくるものだと思います。未納

金対策が３つ書いてありますが，これだけでは解決できない部

分があると思います。そこが問題なわけで，さらに検討を要す

る部分があるかもしれません。 
 

○教職員課長 その点について，学務課と相談しながら具体的にどのようなこ

とができるのかということを，現在検討していますので，その

辺の道筋が見えた段階で，学校と連絡をとっていきたいと思っ

ています。 
 

○委員長 就学援助費について，校長受領委任手続きの依頼を同時に行う

ということですが，これはそうしないと校長口座に振り込めな

いのですか。 
 

○学務課長 申請した方に支給することになっていますので，校長口座に振

り込む場合には，受領委任の手続きをすることになります。 
 

○委員長 例えば足立区では，インターネット上で見たのですが，申請手

続きの中に支払方法として，就学旅行費と給食費は校長口座に

振り込みますと書いてあるわけです。保護者の口座に振り込ん

で，さらにそれを学校に戻すという，そこで未納金が出てきて

いることが問題になっているわけです。委任するという手続き

を足立区では取っていないと感じたのですが，足立区のような

形を取ったらどうですか。 
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○学務課長 今のお話のような自治体は他にもあるのですが，やはり要綱上

はそうなっていても実際には受領委任をしてもらっている状況

です。足立区のほうは確認していませんが。 
 

○委員長 文部科学省でそうしなければならないとなっているわけです

か。 
 

○教育長 今は一般財源化されていますが，前は文部科学省の補助金だっ

たわけです。生活保護費も世帯に直接支給しなさいという厚生

労働省の指導がありました。それと同じように国の指導があっ

たわけです。 
 

○委員長 政令市になることを期に検討してみてはどうでしょうか。そう

すれば，滞納金もかなり減るのではないでしょうか。 
 

○山田委員 この問題は，この数値で見ると小学校で２０パーセントくらい，

中学校で６０パーセントくらいと学校数の割合ですよね。しか

し，小学校は２０パーセントと言いながら，学校によってはそ

の１校で３分の１が該当すると，要するに未納が多い学校があ

ると思われます。そういう中ではどうしても未納金が出やすい

状況があるわけです。地域によって未納金が出にくいところと

出やすいところがあろうかと思います。未納金を徴収に行って

もなかなか収めてもらえず，勝手に保護者がもらう援助費を学

校がもらうということもできそうにない状況の中で，毎年援助

費の手続きのときに確認して保護者に知ってもらうということ

は効果のあることではないかと思います。そういうことをひと

つひとつ確認することで保護者の意識が変わってくるのではな

いかと思います。テレビであったのですが，学校にお金を納め

るのがおかしい，最近そういう変な考え方をする人が増えてき

ていて，それが当然のようなことで世の中が動いていると，そ

ういう中で保護者のほうに一度入ったお金を学校がまたもらう

ということは非常に難しいと思います。 
 

○委員長 全国でこういう調査を実施して対策をたてたのは初めてではな

いかと思います。そういう意味で大変だとは思いますが，ぜひ

実行に移してもらいたいと思います。調査結果は全教職員に配

ってもらいたいと思います。公金をはじめとします金銭の取り

扱いについての意識を徹底していただきたい。それから特に管
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理職に対しては温度差があるようですので，温度差を無くすよ

うに厳しい監督責任といったものを，明日校園長会が開かれる

ということですので，強く言っていただきたい。それから今回

こうしたことが起きたのは，教育委員会の盲点をつかれたとい

うこともあるかもしれませんので，我々も大いに反省してこれ

から対処していかなければならないと思います。そして，支援

だけでいいのかと思っていましたが，教育委員会もまだまだ現

場を指導しなくてはならないということを改めて感じていま

す。この調査結果と対策を今後の教育にぜひ生かしていただき

たいと思います。 
 

○総務課長 
 体育課長 

プールの安全点検調査結果について，資料に基づき報告。 
【報告概要】 
ふじみ野市のプール事故を受け行った安全点検（再点検）につ

いて，学校プール分の点検結果を報告（総務課長）。続いて，体

育施設の点検結果を報告（体育課長）。 
 

○委員長 質問，意見を求める。 
 

○佐藤委員 吸込防止金具というのは建築基準法で付けなさいとか，付けな

くてもいいとかということは，ないのですか。 
 

○施設課長 建築基準法上の義務は，ありません。 
 

○委員長 文部科学省が学校プールについて，１０年前から再三に渡って

同じことで繰り返し通達を出してきたと言われていますが，そ

の通達の解釈が大変難しいというという話があったのですが，

これは本当ですか。 
 

○施設課長 平成１１年前までは，排水口の格子蓋のボルトの固定があれば

良いという内容のものでしたが，平成８年に立て続けに同じよ

うな事故がありまして，その後全国調査がありました。その中

で平成１１年に排水口の格子蓋のボルト，ネジ等の固定と共に

吸込防止金具を設置することというだけの表現でしたので，自

治体によっては解釈をくみ取ることが難しかったところもあろ

うかと思います。ただ，旧新潟市では平成９年に全部調査をし

まして設置してあります。 
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○委員長 アクアパークや新潟テルサ，総合福祉会館は同じ新潟市内にあ

るわけです。学校はちゃんとしたがこれらは吸込金具がなかっ

たというのは監督部署の違いがこうなって表れたのですか。 
 

○総務課長 この資料は再点検の結果を危機管理防災課でまとめた資料でし

て，教育委員会所管でないアクアパーク，新潟テルサ，総合福

祉会館については，把握しておりません。 
 

○佐藤委員 プールなどの構造上の欠陥を教職員が管理できるのかなと思う

のですが。吸込防止金具を付けたかどうか一番良く分かってい

るのは，それを造った業者です。その業者に対してメッセージ

を出していかないと，その奥に金具があるのかどうか，校長先

生が分かるかというと，分からないと思うのですが。管理監督

は校長先生にあろうかと思いますが，同時にメンテナンスをす

るのは誰かということをきちんと把握してもらって，そことき

ちんと連携を取らないと，こういうことは無くならないのでは

ないでしょうか。 
 

○総務課長 格子蓋がボルトで固定されているかどうか，内側の吸込防止金

具が設置されているかどうか，これは目視で確認できるので，

学校の体育担当教諭が，例えば６月の使用開始前に水を落とす

わけですから，その時点で見れば確認できるわけです。 

 
○佐藤委員 私はそれだけのことを言っているわけではなくて，学校の躯体

構造そのものに関しても連携を取る必要があると思うのです

が。プールは目視で分かるということですが，分からない部分

もあると思いますので，これを契機にそういったこともお考え

になったほうがいいと思います。 
 

○委員長 アクアパークやテルサの管理をしているのは，業者ですか。 
 

○教育長 例えばアクアパークですと公社が管理会社に再委託していま

す。 
 

○委員長 例えば事故があった場合，責任は誰がとるのですか。 
 

○教育長 公社が責任をとらなくてはいけないのではないでしょうか。 
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○委員長 担当部署はどこですか。 
 

○教育長 環境部です。 
 

○委員長 文書に吸込防止金具が付け加わったことに気がつかなかったと

いうことがあるかもしれません。教育委員会がいくら通達を出

してもきちんと読んでいないということでは，何にもならない

ので，それをどこかで点検しなければならないわけで，毎年点

検をなるべく複数の先生でやっていただきたいですね。横越の

事故があったこともありますので，２度とないようにお願いを

したいと思います。 
 

○教職員課長 一貫教育・一貫校検討委員会について，資料に基づき報告。 
【報告概要】 
７月２５日に開催された第１回一貫教育・一貫校検討委員会の

協議内容等について報告。 
 

○委員長 質問，意見を求める。 
 

○委員長 具体的にスタートは，いつくらいにしたいと考えていますか。 
 

○教職員課長 これからの具体的な検討になりますが，仮に今，幼・小・中に

ついては，既に学校指導課のほうでモデル指定校をつくりまし

て，鳥屋野中学校区と新津第一中学校区が指定校になっていま

す。今後その研究成果を基に，各中学校を単位に幼・小・中で

すとか小・中の連携教育，いわゆる一貫教育を検討していきた

いというのが前半部分です。後半部分については，どうしても

中高一貫校をつくるとなりますと，準備が必要ですので，最低

２年間程の準備が必要ではないかと考えております。１９年度，

２０年度くらいの準備が必要ではないかと考えています。 

 
○委員長 検討委員会は今年度いっぱい続くのですか。 

 
○教職員課長 今年度いっぱいでまとめて，そこでご意見をいただいたものを

受けた場合には，先ほど申し上げた準備期間が必要ではないか

と思います。 
 

○山田委員 私が耳にしている中高一貫校は，地域の中核になって，学力面
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でのリーダー性，人格的な面でも先端をいっているような教育

が進められているように聞いています。反面，他の中学校に及

ぼす影響は，どうなるのか，そこの検討もやってほしいと思い

ます。新潟市の場合，第一中学校，清心女子中学校があるでし

ょうか，それから明訓が来年から開学するということで，そし

て何年後かに公立の中高一貫校ができて，そういう中で現中学

校はどういう姿になっていくのか，現市立中学校も好影響を受

けるものでなければ，中高一貫校はいらないと思っています。

現在の公立中学校がおかしなかたちになってきているという話

も聞こえなくはないので，その辺の検討も是非行ってほしいと

思います。 
 

○教職員課長 ひとつの例として紹介いたしますが，現在阿賀町に阿賀黎明中

学校があります。特にかつての津川中学校，鹿瀬中学校，上川

中学校の半数近くが阿賀黎明のほうに行くわけで，特に津川中

学校は阿賀黎明中学校のすぐ脇にあるわけですが，お互いにい

い意味で切磋琢磨し合って，学力だけ見ても津川中は決して阿

賀黎明に劣るわけではなくて，県下の中でも学力層としては非

常に高いわけです。山田委員ご指摘のようにお互いにいい意味

で切磋琢磨し合いながらお互いに複線化して伸びていけるよう

な環境を考えていかなければいけないと考えております。 
 

○小池委員 私も山田委員のおっしゃったことに賛同しているわけですが，

私立の学校が中高一貫を先取りして始めているわけですね。新

潟でも明訓高校が中等部を持つということで，公立と私立の競

争が起こっていると思います。そのときに，私立の中高一貫校

の場合，やはり受験というものが大きな要素になっていると思

います。そこに公立の中高一貫校が目指す，受験だけでなくて

全人格的な教育を本当に実現できるのかどうかということが，

すごく難しい問題だと思います。そういう中高一貫校が始まっ

たが故に，今度はまた公立同士でも競争という関係になって，

その競争が良い作用で働けば，お互いに学校の特徴を出したり，

先生方も良い教育をと，他と比べられますので，その意欲につ

ながればいいと思っています。ただ，大都市で既にあるように，

生徒の公立離れに拍車をかけていくようなものであれば，それ

は新潟の目指すものではないと思いますので，その辺が複雑な

問題ではありますが，先進校の事例を見ながら本当に目指した

ものの方向に行っているのかどうかということを評価してから
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設置するかしないか決めていただきたい。はじめから中高一貫

校を設立ありきではなくて，これからの検討を十分にしていた

だきたい。 

 
○総合教育センター

所長 
総合教育センター等の移転について，資料に基づき報告。 
【報告概要】 
総合教育センター・視聴覚センターの西川支所へ移転する移転

計画について説明。 
 

○委員長 質問，意見を求める。 
 

○委員長 視聴覚センターの今の利用率はどうですか。 
 

○総合教育センター

所長 
利用回数は，社会教育関係が１１７８，学校教育関係が１７６

９です。 
 

○委員長 特別支援教育サポートセンターは，政令市になると設けなけれ

ばならないというものですか。 
 

○学校指導課長 そういう義務はありません。教育ビジョンを作ったときであり

ますが，そこの施策の中に平成２０年度までにこの特別支援教

育サポートセンターをつくるという計画になっていまして，今

回，総合教育センターが移転して，その跡に教育相談センター

が移転することから，一緒にここに移転をしたらどうかという

ことで進めている状況であります。 
 

○委員長 今の教育相談センターの場所はどうなるのですか。 
 

○学校指導課長 市長部局と現在検討しておりますが，教育委員会で特に使うと

いうことは出ておりません。 
 

○学校指導課長 学力実態調査の結果について，資料に基づき報告。 
【報告概要】 
小学校・中学校の学力調査の新潟市全体の概要について報告。 
 

○委員長 質問，意見を求める。 
 

○山田委員 小学校と中学校の算数と数学の差，これについては相当総合的
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に検討して，なぜこうなるのか，登校拒否の中学生ギャップと

似たような面が学力でもないのかということです。あるいは先

ほど教職員課長から話のありました教員の質の問題がありま

す。要するに一時，理数関係の教員がなかなか受験してくれな

かった時代があります。そういったことが影響していないかど

うか，少し丁寧に検討して原因を探って対策をたててほしいと

思います。 
 

○学校指導課長 今お話いただいたことは，大変重要なことでありまして，分析

を始めておりますが，今のところ明らかになっているのは，中

学校になりまして特に落ち込んでいるところは，方程式や関数

とかで，全く小学校の算数の考え方とは違った要素が入ってく

る面で落ち込んでいるということが分かっています。また，教

員の質でありますとか小学校，中学校の研修の差でありますと

か，様々な要因が絡んでくると思われますので，今後これらを

総合的に分析していきたいと考えています。 
 

○委員長 理数の先生が少なかった時代があったということですが，それ

が出てきたとすればどうすればいいですか。 
 

○山田委員 やはりそういうところに重点をかけて採用していかないと，要

するに中学校の先生方は，小さい学校になりますと，２教科く

らい担当する場合があるのですが，社会科の先生で数学の副免

を持っているという人もいるわけです。そういう場合に数学の

方が貴重なものですから，そちらのほうの時間を多く持たせて

いるような場合もあります。そこへ数学専門の方が入れば，そ

の人は社会科のほうでがんばっていただいて，新しく数学のほ

うの指導ができるというかたちにもなります。免許状のバラン

スの問題はあるかと思いますが。 
 

○教職員課長 新潟市内の中学校のほとんどの学校で，少人数学習を取り入れ

ています。人数を少なくしているところとチームティーチング

でやっているところと２種類ありますが，少人数学習でやった

ときに，少人数にしてもしなくても指導方法は同じであるため，

ここに教師がもう少し工夫する必要があると思います。 
 

○小池委員 １年前の学習内容がこの試験になっているということは，中学

２年生で落ち込んでいるのは，１年生の内容の理解が十分では
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なかったということになります。こういう統計の見方というの

は，すごく難しいと思うのですが，統計を取り続けた結果とし

て本当の中味が出てくるということもありますし，中学２年生

で落ち込んでいるということは中学１年生の内容が理解できて

いないという，そこだけの問題ではなくて，小学校６年生で高

い数値を示しているけれども，もしかすると数学的な考え方が

その時点で育っていなかった，点数は取れているかもしれない

けれど，中学１年生の内容をこなすだけの数学的考え方が身に

ついてなかった結果かもしれないという，いろいろな分析の仕

方があると思いますので，これに振り回されずに長期的視野に

たって考えていただきたい。 
 

○学校教育部長 いろいろな学校からの報告等を見ていますと基本的には小学校

と中学校の接続がうまくいっていないのではないかと思ってい

ます。小学校は基礎的なものを宿題等を出しながら結構やって

いる姿が見えるのですが，中学校に入ると力を抜いているとい

うわけではないのですが，部活が入ってきますし，子どもたち

もどうしてもそれに力を入れてきますし，体力的には上がって

くるのですが，学力的にはもう少し宿題等を出してもらいたい

と思っています。 
 

○委員長 鳥屋野中学校区と新津第一中学校区でやっている一貫教育のモ

デルは，何年間ですか。 

 
○学校指導課長 ２年間です。今年と来年です。 

 
○委員長 何か兆候は見られますか。 

 
○学校指導課長 鳥屋野中学校区では小学校と中学校のカリキュラム，教育計画

を一緒に作ろうということで行っていますし，新津第一中学校

区では家庭学習とか生活習慣とかについて小中一貫して，それ

ぞれ小中なりにテーマを決めて児童生徒に行っているというこ

とで，両方とも非常に期待できる成果になると思っています。 
 

○委員長 先ほど区ごとで４ポイントも差があるという話でしたが，学校

間での最も大きな差は，どのくらいのポイントですか。 
 

○学校指導課長 学校間での差ですが，小学校では８，中学校でもやはり７～８
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くらいはあります。 
 

○委員長 この辺については，個別の指導というのをしているのですか。 
 

○学校指導課長 こちらからは毎年，学習改善計画書を提出してもらいますが，

特に数値が低い学校については特別な聞取りをしたり，その改

善の取組みがどう考えても効果を上げにくいというものを含ん

でいる場合は，もう一度計画を作り直すといったような指導を

しています。 
 

○委員長 ＮＲＴの国語と社会の問題を見せてもらいましたが，依然とし

て記述式のものがないのですね。考える学力を高めるというこ

とですが，依然としたテストでがっかりしました。設問が難し

いというのがあるのですが，例えば小学校６年の国語などは，

どういう質問なのかという，そういう場合は受験する生徒は先

生に聞くことができるのですか。 
 

○学校指導課長 基本的にはそのままでやります。 
 

○委員長 ＮＲＴ以外のテストはないわけですね。 
 

○学校指導課長 このほかにも様々なこういうかたちのものがあります。 
 

○学校指導課長 平成１８年度新潟市国際交流推進事業ロシア３姉妹都市派遣に

ついて資料に基づき報告。 
【報告概要】 
ロシア３姉妹都市派遣（８月３１日～９月８日）の日程等につ

いて報告。 
 

○委員長 質問，意見を求める。 
 

○委員長 １６人のうち小・中・高は，どのくらいの割合ですか。 
 

○学校指導課長 小学生が７名，中学生が６名，高校生が３名です。 
 

○委員長 小学生は何年生ですか。 
 

○学校指導課長 ５・６年生です。 
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○委員長 来年は向こうから来るのですか。 

 
○学校指導課長 来年度は３都市からこちらのほうに招へいします。 

 
第５ 次回日程  
○委員長 次回の日程について説明を求める。 

 
○総務課長 ９月定例会は，９月７日（木）午後２時から，１０月定例会は

１０月１３日（金）午後２時からでお願いしたい。 
 

○全委員 全員異議なく了承する。 
 

第６ 閉会宣言  
○委員長 午後４時１０分，閉会を宣言する。 

 
 
 

  
以上，会議のてん末を承認し，署名する。 
  

署名委員  
  

署名委員  
  
 
 


